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◎架空請求のはがきに注意しましょう！ 

市内全域において、公的機関のような架空の組織をかたり、

消費料金に関する偽の訴訟案件を記載したはがきや封書が送

られたとの報告が多数寄せられています。 

不安を煽るもっともらしい文面が記載されていますが、 

慌てずにつぎのように対処しましょう。 

はがきが送られてきたら… 

●無視をする 

「民事訴訟」、「裁判」、「差し押さえ」等の表現が記載      

されているようですが、身に覚えのない請求には応じる 

必要はありません。 

●はがきに記載してある連絡先に電話をしない 

記載されている連絡先に電話をしてしまうと、氏名等を聞き出され、個人情報を提供してし

まうことになります。また、執拗に金銭の請求をされ、高額な金額を支払ってしまう恐れが

あります。 

●警察へ連絡する 

はがきが届いた際は、ひとりで悩まずに福生警察署（042-551-0110）に相談しましょ

う。 

                                           

◎身近な市内犯罪発生状況                  

(平成 30 年７・８月中の認知件数）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 件数（７月） 件数（８月） 

空き巣ねらい 1 2 

ひったくり 0 0 

万引き 7 2 

車上ねらい 1 2 

自転車盗 10 18 

オートバイ盗 0 1 

その他 21 14 

刑法犯合計 40 39 
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   安全安心まちづくり課 地域安全係 

電話：０４２－５５１－１６９１（直通） 

 

 

福生市民会館小ホールにおいて「福生市

防犯講習会」を開催します。お誘い合わ

せのうえ、是非ご参加ください！！ 

 

★日時★ 11 月８日（木）15 時開演    

（16 時終了予定） 

★内容★  

（１）主催者・来賓挨拶 

（２）防犯実演劇 

（３）講話「犯罪情勢と防犯対策について」  

講師：福生警察署生活安全課（予定）  


